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Tax Analysis 
 

租税関係の立法化—— 
「耕地占用税法」に関する概

要分析 
 

2019年 9月 1日より「中華人民共和国耕地占用税法」（以下「耕地占用税
法」）が正式に施行され、それに伴い、従来の「中華人民共和国耕地占用税

暫定条例」（以下「暫定条例」）は廃止された。これにより、中国で推進さ

れている租税法律主義に基づいた法整備上、更なる成果が収められたといえ

る。 
 
耕地占用税は、耕地資源に対する保護・管理の強化及び耕地資源の合理的な

利用の確保を目的として、住宅建設又は非農業建設目的の耕地の占用を規制

するために、1980年代に創設された税目である。税制設計上、「耕地占用税
の納税者は、中華人民共和国国内で耕地を占用して建築物・構築物の建設又

は非農業建設に従事する組織単位及び個人である。耕地占用税は、納税者が

実際に占用する耕地の面積に、単位面積あたりの適用税額を乗じて算定さ

れ、一回に限り課税される」と規定されている。中国においては、租税法律

主義に基づく法整備への取り組みとして、過去数年の間に、耕地占用税に関

する立法手続きが進められている。その中で、2018年 12月に開かれた第 13
期全国人民代表大会常務委員会第 7回会議において「耕地占用税法」が通過
した。立法化により、耕地占用税に関する各要素が明確にされ、当該税目の

権威性が強化された。 
 
「耕地占用税法」の順調な施行を確保するため、財政部と国家税務総局は、

「中華人民共和国耕地占用税法実施弁法」（以下「実施弁法」）及び耕地占

用税の徴収管理事項に関する公告（国家税務総局公告[2019]第 30号。以下
「30号公告」）を公布した。「耕地占用税法」及びその関連文書の内容は、
租税政策の連続性及び安定性の確保を目的としている。「暫定条例」及びそ

の関連文書の規定の多くが踏襲され、経済・社会発展の実情に基づいた税金

徴収関係の事項について若干の調整が行われた。今回の Tax Analysisでは、
関連要点について考察を行う。 
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課税行為 
 
「耕地占用税法」における納税者は、中華人民共和国国内で耕地を占用して

建築物・構築物の建設、又は非農業建設に従事する組織単位及び個人であ

る。この規定は「暫定条例」の条項と基本的に一致している。 
 
「耕地」 
 
「耕地占用税法」において、「耕地」は農作物の栽培に用いられる土地であ

ると定義された。留意点として、園地・林地・草地・農業水利用地・養殖水

面・漁業水域及びその他の農業用地を占用して建築物・構築物の建設又は非

農業建設に従事する場合も、法に従い耕地占用税を納付しなければならない

と規定上、明確化されたことが挙げられる1。従って、課税範囲の観点におい

て、「耕地占用税法」の「耕地」は、概念的に広義の農業用地に近いものと

考えられ、「暫定条例」の関連条項と整合している。 
 
「実施弁法」においては、「園地、林地」など一部の名称の定義について、

該当する項目の以下のように列挙され、明確化された。「暫定条例」及びそ

の実施細則と比べて、より詳しい内容となっている。 
 
例： 

• 園地：新規項目として果樹園・茶園・ゴム農園・その他の園地 
• 林地：新規項目として喬木林地・竹林地・マングローブ林地・沼沢林

及び灌木沼沢地 
• 草地：新規項目として湿地・「農業生産に用いられ、かつ所轄政府機

関から使用権証明書の発行を受けた草地」 
• 漁業水域：新規項目として「ヨシの栽培に用いられ、かつ定期的に人

的なメンテナンスと管理が行われるヨシ畑」 
 
実務上、一部のリゾート・ゴルフ場の建設に、草地・林地・湖・ヨシ群生地

などの特殊形態の土地の占用が関わるケースが多く見受けられる。「耕地占

用税法」の施行に伴い、関係企業は、上述の条項が建設計画に与える税務上

の潜在的な影響に留意することが推奨される。 
 
「非農業建設」 
 
「耕地占用税法」において、「非農業建設」は定義付けられていないが、

「耕地を占用して農業水利施設を建設する場合、耕地占用税を徴収しない」

と規定されている。また、類似の規定として、「園地・林地・草地・農業水

利用地・養殖水面・漁業水域及びその他の農業用地を占用して、農業生産に

直接利用される施設を建設する場合、耕地占用税を徴収しない」と規定され

ている。 
 
一方、「実施弁法」において、「掘削による損壊、採掘による陥没、廃棄物

の蓄積、汚染などにより耕地を損壊する行為は非農業建設に該当する。これ

に該当する組織単位及び個人は耕地占用税を納付しなければならない」と明

確に規定された。2 
 
納税義務者 
 
前述の課税行為に該当する組織単位及び個人は、耕地占用税上の納税義務者

である。「実施弁法」においては、実務上の納税義務者の判定に関して、
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1 この場合、適用税額の軽減措置を受けられる可能性がある。詳細は「適用税額の軽減」を参照のこと。 
2 規定された期限内に土地を復旧し、植物の栽培が可能な状態に回復させた場合、納付済耕地占用税の還付が受けられる。詳細は「税額還付政
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「暫定条例」の関連条項と整合した以下のルールが定められている。 
• 批准を経て耕地を占用する場合、農用地転用審査・批准書類に明記された建設用地使用者が納税者となる。農用地

転用審査・批准書類に建設用地使用者の明記がない場合、用地申請者が納税者となる。 
• 批准を経ずに耕地を占用する場合、実際の土地使用者が納税者となる。 

 
農用地転用審査・批准書類に建設用地使用者の明記がなく、用地申請者が各レベルの人民政府である場合、納税義務を

実際に履行する者の認定について、実務上の論争が多発している。この問題に対処するため、「実施弁法」は、「上述

の場合、政府と同レベルの土地備蓄センター・自然資源関係の所轄政府機関・政府の委託を受けたその他の機関と組織

単位が、耕地占用税の申告納税義務を履行する」と規定した。 
 
適用税額 

 
中国の各省・市における 1人当たりの耕地面積や経済発展状況の差異は大きいため、「耕地占用税法」においては、下
表の通り、地域別の適用税額範囲が設定されている。この適用税額範囲の設定上、「暫定条例」の規定と比較した場合

の変動は生じていない。 
 
所在県レベル地区の 1人当たり耕地面積 適用税額範囲 
1ムー未満 10~50元/㎡ 
1~2ムー 8~40元/㎡ 
2~3ムー 6~30元/㎡ 
3ムー超 5~25元/㎡ 
 
「耕地占用税法」により、各省レベル行政区における適用税額の平均水準上の最低基準が設定されている。この最低基準

の設定は「暫定条例」の規定と比較した場合の変動は生じていない。 
 
適用税額の決定権 
 
租税法律主義を徹底するため、「耕地占用税法」においては、「各省レベル人民政府が、上述の適用税額範囲に基づき、

各地の適用税率を決定する」との従来の規定が廃止された。「省レベル人民政府が、1人当たりの耕地面積や経済発展状
況などを勘案した上で、同レベルの人民代表大会常務委員会に、上述の適用税額範囲に基づき適用税額を提案する。また、

同レベルの人民代表大会常務委員会が適用税額を決定し、全国人民代表大会常務委員会及び中華人民共和国国務院への届

出を行う」と規定を改めた。 
 
適用税額の加算 
 
「暫定条例」において、「経済特区・経済技術開発区・1 人当たりの耕地面積が特に少ない経済発達地域では、50%を上
限として適用税額を適宜加算することができる」と規定されている。一方で、「耕地占用税法」においては、上述の対象

地域に関する記述を「1 人当たりの耕地面積が 0.5 ムー未満の地域」に修正することで、より客観的かつ明確に規定され
た。 
 
適用税額の軽減 
 
「耕地占用税法」の規定により、園地・林地・草地・農業水利用地・養殖水面・漁業水域及びその他の農業用地を占用し

て建築物・構築物の建設又は非農業建設に従事する納税者について、各地の耕地占用税の適用税額が決定された後、軽減

措置を適宜定めることができる。「暫定条例」及びその実施細則に類似の規定があるが、「耕地占用税法」においては

「軽減幅が 50%を超えてはならない」と明確に規定された。 
 
税収優遇 
 
減免税について、「耕地占用税法」においては、公共インフラ建設と公益事業を支援する政府の方針及び関連の現状を踏

まえ、「暫定条例」の減免税規定を踏襲した上で、最適化が行われた。 
 
例： 

• 「耕地を占用して老人ホーム・病院を建設する場合、耕地占用税を免除する」との規定に対して、「老人ホーム・

病院」から「社会福利機構・医療機構」へと記述を変更することで、免税範囲を広げ、社会経済発展の現状に沿っ

た規定となっている。 
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• 水利施設建設のための耕地占用が税額軽減措置の適用範囲に追加された。 
• 農村居住者が耕地を占用して新築する自己使用のための住宅に対する半減課税について、「規定された用地基準以

内」との制限条件が加えられた。また、貧困扶助のための人口移転を支援する措置として、農村居住者が移転後に

耕地を占用して新築する自己使用のための住宅に適用される免税優遇措置が新たに設けられた。 
   
実務上、有効な税務指導は十分でないことから、耕地を占用する学校・病院などの免税プロジェクトにおいては、免税措

置を適用する上での様々な困難が存在する。そのような状況を鑑みて、「実施弁法」においては、免税措置の適用の申告

手続について、明確に規定された。 
• 農用地転用申請の段階で、「建設用地使用者が耕地を免税プロジェクトの建設に使用すること」を用地申請者が証

明できる場合、用地申請者の耕地占用税を免除する。 
• 土地提供の段階で、建設用地使用者による耕地の用途が免税規定に合致する場合、用地申請者と建設用地使用者に

よる共同申請を経て、用地申請者に、納付済みの耕地占用税を還付する。 
 
納税義務の発生時点 
 
「暫定条例」において、「耕地の占用について許可を得た組織単位又は個人は、耕地占用手続通知書を受領した日から

30日以内に耕地占用税を支払わなければならない」と規定された。しかしながら、耕地占用税の納税義務の発生時点に
ついては、明確に定められていなかった。今回の「耕地占用税法」及び「実施弁法」においては、納税義務の発生時点に

ついて、以下の通り規定されている。 
 
• 耕地の占用について許可を得た場合の納税義務の発生時点は、納税者が自然資源関係の所轄政府機関から耕地占用

手続通知書を受領した当日である。その場合、納税者は、納税義務発生日から 30日以内に、耕地占用税を支払わ
なければならない。 

• 耕地の占用について許可を得ていない場合の納税義務の発生時点は、自然資源関係の所轄政府機関より認定された

「納税者が実際に耕地を占用した日」である。 
• 掘削による損壊、採掘による陥没、廃棄物の蓄積、汚染などにより耕地を損壊する行為について、納税義務の発生

時点は、自然資源と農業農村関係の政府機関より認定された「納税者が耕地を損壊した日」である。 
 
税額還付政策 
 
「耕地占用税法」では、納付済み耕地占用税の還付に関する「暫定条例」における以下の 2つの規定が踏襲された。 
 

• 建設工事又は地質調査により、一時的に耕地を占用し、耕地占用許可の期限満了日から 1年以内に法に従い土地を
復旧し、植物の栽培が可能な状態まで回復させた場合、納付済み耕地占用税を還付する。 

• 掘削による損壊、採掘による陥没、廃棄物の蓄積、汚染などにより耕地を損壊し、自然資源と農業農村関係の政府

機関が認定した「納税者が耕地を損壊した日」から 3年以内に、法に従い土地を復旧し、植物の栽培が可能な状態
に回復させた場合、納付済み耕地占用税を還付する。 

 
「耕地占用税法」においては、「暫定条例」と比べ、税額還付を受けるための土地復旧の期限が延長された。関係納税者

は、上述の期限に留意し、土地復旧の期限切れによる耕地占用税還付資格の喪失を回避することが推奨される。 
 
税金徴収管理 
 
税金徴収管理上、「耕地占用税法」において、税務当局とその他関係政府機関との間における耕地占用税関連の情報共有

システム及び業務連携メカニズムの確立に関する規定が新たに組み込まれている。これにより、県レベル以上の地方人民

政府の自然資源・農業農村・水利などの関係部署は、農用地の転用や一時的な占用などに関する情報を定期的に税務当局

に提供することが要求されている。 
 
納税者の申告に際する所要期間の短縮を図るため、30号公告においては、耕地占用税申告表の様式の調整が行われた。
一つの耕地占用プロジェクトに、複数の耕地ブロックが含まれる場合、納税者が複数の申告表を記入・提出する必要はな

く、複数の耕地ブロックについて、まとめて申告することが可能となった。また、納税者の優遇措置の適用手続きの簡素

化を図るため、30号公告においては、減免税について「適用可能性は自主判断・適用は要申告・関連資料は検査に備え
て保管」と明確に定められた。 
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結論 
 
総じて、「耕地占用税法」の施行は、租税法律主義に基づく法整備を推進していく上で有意義なものといえる。また、政

策細部の明確化により、納税者の租税政策の適用において、その確実性が向上していることから、政策面での税務リスク

の低減に有効である。一方、関係する納税者は、「耕地占用税法」への対応に関するコンプライアンス上の影響、及びそ

れによってもたらされる企業の財政・税務管理への新しい挑戦に留意する必要がある。関係する納税者は、税務当局又は

専門機構との密接な情報交換、法規と実務の動向への留意、「耕地占用税法」によってもたらされる潜在的な影響に関す

る分析によって、税務コンプライアンスに関する費用とリスクを管理するための早期的なプランニングが推奨される。 
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